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個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

平
成
十
五
年
五
月
六
日 

衆
議
院
本
会
議
に
て
採
択 

 
 

高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
伴
い
個
人
情
報
の
利
用
が
著
し
く
拡

大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て

は
、
表
現
の
自
由
等
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
、
個
人
情
報
の
有
用
性

に
配
慮
し
つ
つ
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
に
万
全
を
期
す
る
よ
う
、
特

に
次
の
諸
点
に
つ
き
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 一 

取
り
扱
う
個
人
情
報
の
量
及
び
利
用
方
法
か
ら
み
て
個
人
の
権
利

利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
、
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
か
ら
除
か
れ
る
者
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
生

活
へ
の
過
剰
な
規
制
や
Ｉ
Ｔ
社
会
の
発
展
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う

十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

二 

利
用
目
的
に
よ
る
制
限
、
利
用
目
的
の
通
知
、
第
三
者
提
供
の
制

限
、
保
有
個
人
デ
ー
タ
に
関
す
る
事
項
の
公
表
、
開
示
等
に
係
る
義

務
規
定
の
例
外
事
由
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
の
権
利
利
益
の

適
切
な
保
護
の
観
点
か
ら
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

三 

主
務
大
臣
の
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
「
表
現
の
自
由
、
学
問

の
自
由
、
信
教
の
自
由
及
び
政
治
活
動
の
自
由
を
妨
げ
て
は
な
ら
な

い
」
と
す
る
本
法
の
規
定
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

四 

出
版
社
が
報
道
又
は
著
述
の
用
に
供
す
る
目
的
で
個
人
情
報
を
取

り
扱
う
場
合
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
係
る
義
務
規
定
の
適
用

除
外
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

 

五 

医
療
、
金
融
・
信
用
、
情
報
通
信
等
、
国
民
か
ら
高
い
レ
ベ
ル
で

の
個
人
情
報
の
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
る
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
適

正
な
取
扱
い
の
厳
格
な
実
施
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
個
人
情
報
を

保
護
す
る
た
め
の
個
別
法
を
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
。 

 

六 

第
三
者
機
関
の
意
義
に
つ
い
て
か
わ
さ
れ
た
論
議
等
さ
ま
ざ
ま
な

国
会
に
お
け
る
論
議
を
踏
ま
え
、
全
面
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、

本
法
の
施
行
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 
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